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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第３四半期
連結累計期間

第61期
第３四半期
連結累計期間

第60期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 3,525,386 3,740,472 5,208,099

経常利益 （千円） 240,544 447,078 421,589

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 170,877 282,588 262,272

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 177,792 283,604 271,518

純資産額 （千円） 2,636,265 2,950,601 2,729,991

総資産額 （千円） 5,149,465 5,305,480 5,445,513

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 19.04 31.49 29.22

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 51.2 55.6 50.1

 

回次
第60期

第３四半期
連結会計期間

第61期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 11.15 13.44

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

（１）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に、緩やかな回復基調で

推移する一方、中国経済の減速に加え、中東混迷による地政学的リスクの高まり等が懸念され、景気の先行きは

不透明な状況となってまいりました。

　当社グループの係わる建設業界におきましては、民間設備投資の増加により受注環境は好転しているものの、

労務費や原材料費の上昇に伴い、厳しい収益環境が続いております。

　このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間における受注高は4,392百万円（前年同四

半期比7.7％増）となり、売上高は3,740百万円（前年同四半期比6.1％増）となりました。

　利益面につきましては、営業利益は448百万円（前年同四半期比93.6％増）、経常利益は447百万円（前年同四

半期比85.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は282百万円（前年同四半期比65.4％増）となり、いず

れも増益となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ゴンドラ・舞台

　当セグメントにおきましては、設備投資の増加に伴い、受注高は2,217百万円（前年同四半期比8.9％増）とな

りましたが、受注残となった物件が多く、売上高は1,789百万円（前年同四半期比11.7％減）となり、前年同四

半期において、一部物件の影響で悪化しておりました採算性が例年並みに安定したことから、セグメント利益は

291百万円（前年同四半期比79.0％増）となりました。

②海洋関連

　当セグメントにおきましては、好調を維持し、受注高は1,583百万円（前年同四半期比5.0％増）、売上高は

1,266百万円（前年同四半期比19.4％増）となり、売上の増加に伴い、セグメント利益は269百万円（前年同四半

期比26.7％増）となりました。

③その他

　その他におきましては、好調に推移し、受注高は591百万円（前年同四半期比10.9％増）となり、受注残の消

化により、売上高は683百万円（前年同四半期比56.7％増）となり、コストの合理化による採算性の安定が定着

してきており、セグメント利益は63百万円（前年同四半期比80.7％増）となりました。

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
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当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続について

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向

上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提

案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グルー

プの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情

報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えております。

 

２．基本方針の実現に資する取組みについて

　当社は昭和31年の創業以来、ビル用ゴンドラと舞台装置のパイオニアとして多彩な社会ニーズにお応えするた

め、安全性、高機能、使いやすさに焦点を当てた製品づくりで、より快適な社会の実現を目指しております。そ

れには常に顧客の満足度を志向し、品質向上の継続的改善に努め、積極的に新技術に挑戦することを図っており

ます。

　当社の企業集団は、当社及び連結子会社３社、㈱サンセイエンタープライズ、サンセイゴンドラレンタリース

㈱、サンセイゴンドラ㈱で構成されております。

　当企業集団は、ゴンドラ・舞台部門として窓拭き用ゴンドラ他類似製品、舞台装置の設計、製造販売、据付等

を、海洋関連部門として船舶修理等を主たる事業内容とし、その他関連の仮設ゴンドラのレンタル等、各種事業

を展開しております。

 

ゴンドラ・舞台部門

・ゴンドラについては、中高層ビルの窓を清掃する時に使うワッシングゴンドラの大手メーカーであり、業界　

トップレベルの技術力と豊富な納入実績を誇ります。

ゴンドラには、有人型ゴンドラの他、各種自動ゴンドラ、クレーン機能付ゴンドラ、特殊型ゴンドラ等、あら

ゆるニーズにお応えできるよう製品ラインナップは多彩を極めております。

一方で、ゴンドラは屋外という、最も過酷な条件にさらされているため、ゴンドラをいつでも安全な状態でご

使用いただくため、納入時から長期的な視野に立ってメンテナンスプランを立案し、徹底したメンテナンス

サービスで安全を維持しております。

・舞台装置については、当社の提供する利用形態を拘束しないフレキシブルな舞台機構システムは、瞬時性と意

外性を備え、空間容積の変更をも可能にし、このダイナミズムが単に多目的と言うのではなく、文化、スポー

ツ、ビジネス空間として、利用価値の高い新しい空間を創造しております。

 

海洋関連部門

・船舶修理については、海上保安庁等の官公庁船の定期・中間検査及び修理物件等で実績をあげております。

・船舶修理以外については、魚礁を手掛けており、従来の鋼製魚礁に加えて、国内では初めての藻や貝が付着し

やすく魚が住み着きやすい間伐材と廃棄ガラス瓶をリサイクルとして使用した「ハイブリッド型間伐材魚礁」

を開発し、獲る漁業から育てる漁業の一翼を担い、また、良き海の環境と漁業資源を守り続ける人工魚礁はま

すます重要なものとなってきております。

 

仮設ゴンドラのレンタル事業

・レンタルゴンドラは、高層ビルの建設工事現場や既存ビルのリフォーム工事の他、ゴンドラ設備のないビル、

工業プラント、備蓄タンクや橋梁等あらゆる高所作業現場で活躍し、作業の効率化安全確保、経済的な施工に

大きく役立っております。

レンタルゴンドラについては、徹底した点検、整備を行い、安全サービス面においても万全を期しておりま

す。
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　また、平成12年11月に品質マネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ９００１」の認証を取得し、平成14年11

月に「ＩＳＯ９００１」1994年版から「ＩＳＯ９００１」2000年版への移行とサービス部門である保守グループ

において追加の認証を取得しております。さらに、平成21年11月には「ＩＳＯ９００１」2008年版へ移行し、品

質マネジメントの向上を図っております。

 

　上述した創業以来の取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉になっていると考えておりますが、より一層の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目指し、引続き以下の取組みを進めてまいります。

 

(1) 中長期的な会社の経営戦略

　当社は受注競争力の強化、設計及び製造の強化を経営改革の課題とし中期経営計画において品質重視の展開

指針を次のとおり定めております。

①常に顧客の満足度を志向する。

1. 顧客要求のフィードバック体制の維持・拡大　2. 製品ラインナップの見直し

②品質向上の継続的改善に努める。

1. 安全性の絶対確保　2. 不適合・苦情の撲滅　3. コストダウンの推進

③積極的に新技術に挑戦する。

1. 社外で開発される新技術の情報収集体制の構築　2. 新製品・新機構の開発

 

(2) 会社の対処すべき課題の取組み

　当社グループが対処すべき当面の課題としては、①ＩＳＯ９００１－2008年版継続的改善、②魚礁の市場開

拓、③海外市場、④一般産業機械の販売、⑤ゴンドラレンタル事業機材の充実へ向けた取組みであります。

①平成28年６月に第１回定期審査が予定されております。

②魚礁市場の全国展開は継続案件であります。

③海外市場を調査し新製品、新たなサービスの提供を含む展開を図ります。

④製造業における生産ライン向けの特殊昇降装置や可動装置等の委託生産獲得の拡大を図ります。

⑤ゴンドラレンタル事業で減価償却済みとなりました使用機材を新規製造等により入替えを行い、使用機材の

充実を図ります。

 

(3) コーポレート・ガバナンスの強化、ＣＳＲへの取組み

　当社はコンプライアンスの精神を重んじて、誠実に会社情報の適時開示に努めることにより広く社会に信頼

される企業を目指しております。

　コーポレート・ガバナンスにつきましては当社の業種業態、規模などを勘案して委員会制度よりも監査役制

度での監査強化を図ることとしております。

　また、執行役員制度により経営戦略機能と業務執行機能を明確に分離するとともに、経営の意思決定と業務

執行において、迅速性、効率性、適法性及び透明性の高い経営を目指し、それぞれの職務執行を取締役、執行

役員、監査役及び全ての社員がコンプライアンスを最重要項目に位置づけた経営の実践をコーポレート・ガバ

ナンスの基本的な方針としております。

　引続きコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題と認識し、さらなる強化により、経営の効率

性を高め、株主の皆様にとっての企業価値の向上を図ってまいります。

　また、当社は社会の一員として健全な事業活動を通じて、社会との調和を図りながらステークホルダーの期

待に応え、積極的に企業の社会的責任を果たしてまいります。
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３．当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の目的

　当社取締役会は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が

適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会

を確保するために、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、本プランといいます。）

を継続することといたしました。

　本プランは、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとと

もに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可

能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

資さない当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものであります。

　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社

社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士

若しくは学識経験者またはこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成さ

れる独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情

報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。

　なお、当社は現時点において当社株式の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

 

４．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み）

(1) 本プランに係る手続き

①対象となる大規模買付等

　本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（ただし、当

社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合

を適用対象といたします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）

は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。

(ⅰ)当社が発行者である株式等（注１）について、保有者（注２）の株式等保有割合（注３）が20％以上

となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株式等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株式等の株式等所有割合

（注６）及びその特別関係者（注７）の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

②「意向表明書」の当社への事前提出

　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模

買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」と

いいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ)買付者等の概要

(イ)氏名または名称及び住所または所在地

(ロ)代表者の役職及び氏名

(ハ)会社等の目的及び事業の内容

(ニ)大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要

(ホ)国内連絡先

(ヘ)設立準拠法

(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の

株式等の取引状況

(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株式

等の種類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投

資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注８）その他の

目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただ

きます。）を含みます。）
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③「本必要情報」の提供

　上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当

社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」

といいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（注９）（初日

不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先

に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただき

ます。

　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び

態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価、検討等のために不十分であると当社取締

役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただ

きます。

　なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リ

スト」の一部に含まれるものといたします。

(ⅰ)買付者等及びそのグループ（共同保有者（注10）、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他

の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及

び職歴等を含みます。）

(ⅱ)大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経

営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕

組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の方法の

適法性を含みます。）

(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取

した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経

緯を含みます。）

(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法

及び関連する取引の内容を含みます。）

(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及

び当該第三者の概要

(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の

重要な契約または取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契

約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者

との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっ

ている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る

利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

 

　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実については適切に開示し、その

概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場

合には、速やかに開示いたします。

　当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供され

た内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必

要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。

　当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、

当社取締役会は、その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速や

かにその旨を開示いたします。
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④取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)ま

たは(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立

案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定いたします。

(ⅰ)対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60日間

(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には90日間

　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会の評価検討のために不十分である

と取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合に限り延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間

及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主の皆様に開示いたします。また、

延長の期間は最大30日間といたします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付

者等から提供された本必要情報を十分に評価、検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観

点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものといたします。当社取締役会は、これらの

検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知す

るとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模

買付等に関する条件、方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するこ

ともあります。

⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代

替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行

うものといたします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資する

ようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独

立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものといたします。なお、独立委員会が当社取

締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とそ

の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取

締役会に対して、対抗措置の発動を勧告いたします。

(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合

　独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、当社取締役会に対して対

抗措置の不発動を勧告いたします。

　ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の

企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断する場合に

は、本対応の例外的措置として、対抗措置の発動を勧告することがあります。

⑥取締役会の決議

　当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企

業価値の向上・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を

行うものといたします。

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、情報を

開示いたします。

⑦対抗措置発動の停止

　当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者

等が大規模買付等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に

変動が生じ、かつ、当社の企業価値の向上・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置

を維持することが相当でないと認められる状況に至った場合には、対抗措置の停止を行うものといたしま

す。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要、その他当社取締役会が適切と判断

する事項について、情報を開示いたします。

⑧大規模買付等の開始

　買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、大規模買付等の提案以降、⑥に記載の当社

取締役会の決議を開示するまでは、大規模買付等を開始することはできないものといたします。
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(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権（以下「本新株予約権」

といいます。）の無償割当てを行うことといたします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗

措置の中止または発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約

権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記

載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日まで

においては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の

行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を

停止することができるものといたします。

 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時までといたします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。また、当

社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本

プランはその時点で廃止されるものといたします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更または

これらの解釈、運用の変更、または税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随

時、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。他方、当社取締役会

が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近

で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び（変更の場合には）変

更内容、その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報を開示いたします。

 

５．本プランの合理性

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、経済産業省・企業価値研

究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえて

おります。

 

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

　本プランは、上記３．に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等

に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や

期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・

株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものであります。

 

(3) 株主意思を重視するものであること

　本プランは、上記４．(3)に記載したとおり、当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの

継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。

 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用

に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。

　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、当社の社外監査役また

は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任

される委員３名により構成されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の

企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
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(5) 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記４．(1)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

 

(6) デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記４．(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役（任期２年）で構成される

取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありま

せん。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成の

交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

 

６．株主及び投資家の皆様への影響

(1) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の

皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

　なお、前述の４．(1)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対す

る当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意くだ

さい。

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期

日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上限と

した割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時

においても、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体

の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直

接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何

らかの影響が生じる場合があります。

　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記４．(1)⑦に記載の

手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が

生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社

が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有

する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当たりの経済的価値

の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能

性がある点にご留意ください。

　また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、

買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外

の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定

しておりません。

 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

　本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当

ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

　また、当社が取得条項を付した本新株予約権取得の手続をとる場合には、買付者等以外の株主の皆様におか

れましては、本新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社により本新株予約権取得の対価と

して当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。

 

　以上の他、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割

当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融

商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認

下さい。
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注１　金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限

り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法

令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会

が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に

読み替えられるものとします。

２　金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含み

ます。以下同じとします。

３　金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとしま

す。

４　金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じと

します。

５　金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。

６　金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとしま

す。

７　金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者につい

ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きま

す。以下同じとします。

８　金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状

況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じと

します。

９　営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。

10　金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされ

ると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

 

（３）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は３百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（４）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間の末日現在における財政状態に関する各種指標は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

増　減

総資産額（百万円） 5,445 5,305 △140

純資産額（百万円） 2,729 2,950 220

１株当たり純資産額（円） 304.17 328.78 24.61 

自己資本比率（％） 50.1 55.6 5.5 

　総資産は5,305百万円となり、前連結会計年度の5,445百万円から140百万円の減少となりました。これは主に

建物及び構築物並びに工具、器具及び備品が増加したものの受取手形及び売掛金並びに投資有価証券が減少した

こと等によるものであります。

　純資産は2,950百万円となり、前連結会計年度の2,729百万円から220百万円の増加となりました。これは主に

親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があったこと等によるものであります。

　この結果、１株当たり純資産額は328.78円となり、前連結会計年度に比べ24.61円増加となりました。

　また、自己資本比率は55.6％となり、前連結会計年度から5.5ポイント上昇となりました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,987,700 8,987,700
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株

計 8,987,700 8,987,700 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 8,987,700 － 890,437 － 104,015

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     13,000 － －

完全議決権株式（その他) 普通株式  8,968,000 8,968 －

単元未満株式 普通株式      6,700 － －

発行済株式総数            8,987,700 － －

総株主の議決権 － 8,968 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれてお

ります。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれており

ます。

２．「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式352株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

サンセイ株式会社
大阪市淀川区西宮

原一丁目６番２号
13,000 － 13,000 0.14

計 － 13,000 － 13,000 0.14

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 868,877 926,547

受取手形及び売掛金 1,378,563 1,175,991

仕掛品 143,525 140,257

原材料及び貯蔵品 33,306 22,974

繰延税金資産 115,181 70,302

その他 26,927 44,453

貸倒引当金 △3,516 △3,753

流動資産合計 2,562,865 2,376,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 262,124 335,582

機械装置及び運搬具（純額） 28,481 25,644

工具、器具及び備品（純額） 8,739 89,796

土地 1,900,031 1,900,031

建設仮勘定 98,600 90,316

その他（純額） 14,202 5,725

有形固定資産合計 2,312,178 2,447,097

無形固定資産 37,039 36,925

投資その他の資産   

投資有価証券 342,879 244,162

その他 197,594 207,565

貸倒引当金 △7,043 △7,043

投資その他の資産合計 533,430 444,684

固定資産合計 2,882,648 2,928,707

資産合計 5,445,513 5,305,480
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 748,419 695,012

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 61,286 713,836

未払法人税等 140,255 34,272

賞与引当金 89,999 34,191

役員賞与引当金 8,050 －

工事損失引当金 238,252 238,940

その他 353,685 292,560

流動負債合計 1,669,948 2,038,814

固定負債   

長期借入金 725,076 15,324

繰延税金負債 8,332 9,514

退職給付に係る負債 209,152 224,260

その他 103,012 66,965

固定負債合計 1,045,574 316,065

負債合計 2,715,522 2,354,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 1,726,976 1,946,738

自己株式 △1,437 △1,606

株主資本合計 2,719,991 2,939,585

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,000 11,015

その他の包括利益累計額合計 10,000 11,015

純資産合計 2,729,991 2,950,601

負債純資産合計 5,445,513 5,305,480
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 3,525,386 3,740,472

売上原価 2,747,902 2,735,540

売上総利益 777,483 1,004,931

販売費及び一般管理費 545,916 556,711

営業利益 231,567 448,219

営業外収益   

受取利息 422 3,069

受取配当金 2,830 1,667

投資有価証券売却益 9,082 －

受取保険金 － 3,296

その他 5,544 2,090

営業外収益合計 17,880 10,123

営業外費用   

支払利息 8,752 8,090

保険解約損 － 2,828

その他 150 346

営業外費用合計 8,902 11,265

経常利益 240,544 447,078

特別利益   

固定資産売却益 134 209

特別利益合計 134 209

特別損失   

固定資産除売却損 － 74

特別損失合計 － 74

税金等調整前四半期純利益 240,678 447,212

法人税、住民税及び事業税 70,511 119,037

法人税等調整額 △710 45,586

法人税等合計 69,800 164,624

四半期純利益 170,877 282,588

親会社株主に帰属する四半期純利益 170,877 282,588
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純利益 170,877 282,588

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,260 1,015

退職給付に係る調整額 8,174 －

その他の包括利益合計 6,914 1,015

四半期包括利益 177,792 283,604

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 177,792 283,604

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

 

EDINET提出書類

サンセイ株式会社(E01704)

四半期報告書

18/23



【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結

財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

減価償却費 30,625千円 32,294千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 62,830 7 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 62,826 7 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

ゴンドラ・
舞台

海洋関連 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,027,899 1,061,136 3,089,036 436,349 3,525,386

セグメント間の内部売上高又は振
替高

1,009 － 1,009 19,967 20,977

計 2,028,909 1,061,136 3,090,046 456,317 3,546,363

セグメント利益 162,797 212,498 375,295 35,069 410,365

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新築ビル用・既設ビルリフォー

ム用のゴンドラレンタル、産業機械の製造販売及びビル管理事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 375,295

「その他」の区分の利益 35,069

セグメント間取引消去 2,908

全社費用（注） △181,706

四半期連結損益計算書の営業利益 231,567

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

ゴンドラ・
舞台

海洋関連 計

売上高      

外部顧客への売上高 1,789,722 1,266,785 3,056,508 683,964 3,740,472

セグメント間の内部売上高又は振
替高

28,304 － 28,304 14,668 42,973

計 1,818,027 1,266,785 3,084,812 698,632 3,783,445

セグメント利益 291,403 269,149 560,552 63,379 623,932

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新築ビル用・既設ビルリフォー

ム用のゴンドラレンタル、産業機械の製造販売及びビル管理事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 560,552

「その他」の区分の利益 63,379

セグメント間取引消去 251

全社費用（注） △175,963

四半期連結損益計算書の営業利益 448,219

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 19円04銭 31円49銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）
170,877 282,588

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
170,877 282,588

普通株式の期中平均株式数（株） 8,975,478 8,974,608

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成28年２月９日

サンセイ株式会社   

取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 髙﨑　充弘　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 田中　賢治　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンセイ株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンセイ株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

サンセイ株式会社(E01704)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

